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３月２８日「脱退パワハラ訴訟」の第５回進行協議が行われ、本部主催で報告

集会が開催されました。前回私たちが提出した脱退工作の時系列の反論が会社

側から提出されました。今後は、この反論に対する精査を行い、５月９日（月）ま

でに再度私たちから書類を提出し、次回の第６回進行協議へと進んでいきます。 

◎時間がかかっているが、私たちのたたかいの勝利が近づいている。３年が経過した

が、秋ごろから証人尋問が始まる予定である。２０１８年当時、何が起きていたの

か？そして、今職場で何が起きているのかが明らかになっていく。 

◎コロナ禍やウクライナ情勢で日本のインフラの脆弱さが露呈されている。犠牲にな

るのは常に弱者である。公共交通のあり方など、広い視野で本質を見抜く力を養

い、断固たたかいを継続していこう！ 

◆新たな報告というのが特に無く、裁判が進んでいないのではと思われてしまうが、

今日で裁判は１０回を数えた。コロナ禍の影響もあるが、会社が意図的に遅らせよ

うとしていることは明白である。 

◆次回も進行協議になるが、論点を整理して今後の裁判をどのように進めていくの

かを慎重に行っているからである。裁判長がしっかり話を聞いて判決を出したい

ということと受け止め、進行協議で進めることをマイナスには考えていない。風穴

を開けて、全組合員で勝利を目指してたたかっていこう！ 


